
入力シート（交付）（長寿命型）

１．【確認】
この交付申請様式のデータは次の事業です。

間違いありませんか？

【確認】
２．交付申請書類は、対象住宅毎に作成していただきます。

この入力シートの提出は不要です。
【入力】

３．最初に色が付いた部分に各項目の情報を正しく入力してください。
入力した情報は、交付申請の各様式上部に反映されます。

グループ番号（下４桁の数字）

事業者番号

アルファベット（ 「Ｂ」または「Ｔ」 ）

アルファベットの次の５桁の数字

施工事業者

代表者の氏名

※連名の場合は併記、法人の場合は「名称、代表者の役職及び代表者名」を入力。

※売買の場合は「売買」との文字の記入とスペースを入れてから「物件名」を入力。

【再確認】
４．

【留意事項】
５．※

※

＜ 交付申請時　基本情報入力シート ＞

事業名

事業の種類

平成３０年度地域型住宅グリーン化事業

長寿命型（長期優良住宅）

長久　住雄　、　長久　暮子

入力が終わりましたら、上記で入力した事項が正しいかもう一度
確認してください。

交付申請後に、上記に入力した交付申請番号や様式内の記載事項
の誤記が見つかった場合は、入力情報を修正のうえ再提出してい
ただきます。
各様式は、修正液、修正テープ等により修正や、訂正印を用いて
の修正はできません。

長持　太郎

ナガク　スミオ、ナガク　クラシコ
建築主名※

ﾌﾘｶﾞﾅ

株式会社○○工務店

Ｂ
01234

0999

法人･個人事業主
等の名称

＜交付申請時 基本情報入力シート＞は、

交付申請の各様式に基本情報を反映させ

る入力シートになります。

このシートは提出不要です。

実施支援室からグループ事務局にご案

内する事業者番号「00##●¥¥¥¥¥」

を記入して下さい。 ●：Ｂ又はＴと

なります。

法人・個人事業主等の名称、代表者名

は、適用申請書に記載された内容と同

様に記入して下さい。特に漢字の間違

えに注意して下さい。（旧字などに注

意）

住所を含め適用申請書の記載事項と異

なる場合は計画変更の手続きを行った

うえシートへ入力して下さい。

共同実施規約（様式3・3-2）は情報

が反映されません。

共同実施規約の建築主欄は入力して下

さい。

「請負契約書」において建築主が連名

の場合は、必ず連名にて申請を行って

下さい。

「売買契約」での交付申請は売買に物

件名まで加えて入力を行って下さい。

例「売買 ×××･･Ａ棟」

提出は不要です。

長寿命型の基本情報入力シートになり

ます。

事業者番号の左側4桁と同じです

平成３０年度地域型住宅グリーン化事業（長寿命型）



様式２（長寿命型）

アルファベット「Ｂ」or「Ｔ」↓ 交付申請時期

地域型住宅グリーン化事業実施支援室　殿

※連名の場合は併記、法人の場合は「名称、代表者の役職及び代表者名」を記載、

※事業完了（支払い全額精算かつ引渡し）日、または
　完了実績報告提出期限のいずれか早い日

（注意事項）
１． 交付申請書は、１住戸につき１枚作成してください。
２． 修正液、修正テープ等や訂正印での修正はできません。（提出書類共通）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

162 －0×××

→
次のＵＲＬで検索、印刷ができます。
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

  売買契約による住宅の場合は「売買」との記載と物件名（○○○△号棟）を併記。

9* * * *

２.交付申請する住宅の建築主

社会保障･税番号制度
法人番号（13桁） 1 * * 0 1 2 3*

事
務
局
担
当
者

代
表
者

－

事業者番号 Ｂ

申請日 日平成 30 8 2年

役職等

月

都道
府県

平成３０年度地域型住宅グリーン化事業補助金交付申請書

0999 01234

記

法人印
個人事業主

の場合は実印

１.交付申請者

都道

1第

ナガク　スミオ、ナガク　クラシコ

６.工事請負契約の締結日

４.交付申請額の算出方法及び事業経費の配分（様式６のとおり）

５.補助事業の概要（様式５のとおり）

住 所

〒

代 表 者 氏名

東京 新宿区神楽坂１丁目××番地○○ビル６階

長持　太郎 代表取締役

　平成３０年度地域型住宅グリーン化事業に要する費用について、補助金の交付を受けたいので、
平成３０年度地域型住宅グリーン化事業補助金交付規程第５の規定により、関係書類を添えて下記
の通り申請します。申請にあたっては、交付申請者及び対象住宅の建設に関係する法令を遵守する
ことに間違いありません。
　なお、下記の申請代理人を代理人と定め、平成３０年度地域型住宅グリーン化事業補助金の交付
申請等の手続きに関する一切の権限を委任します。

法人･個人事業主
等 の 名 称 株式会社○○工務店

７.事業の完了日

期

平成 30

162 0×××

年 12 月 15 日

府県

代 表 者

代 表 者 所 属 先

グループ事務局
事 業 者 名

申請代理人

事務局担当者名

グループの名称 ○○木造住宅供給協議会

株式会社長持建設

株式会社長期住建

長期　一郎

住 所

〒

東京 新宿区神楽坂2丁目××番地

代表者印/担当者印

様式1と同じ印です。↓

優良　二郎

←平成 30 年 8

氏 名

万円１５０

請負契約の場合に記入日1

３.交付申請額

ﾌﾘｶﾞﾅ

長久　住雄　、　長久　暮子

月

交付申請を提出する受付時期を記

入して下さい。

グループ事務局に提出する日付です。

入力シート(交付)へ入力された情報

が反映されます。

役職・住所は入力して下さい。

適用申請書の記載事項と異なる場合

は計画変更の手続きを行って下さい。

法人＝ 会社の代表者印

個人事業主＝ 実印

＊印鑑登録証明書(原本)も必要とな

ります。但し、マイナンバーが記

載されていないものに限ります。

法人の場合、「国税庁法人番号公表

サイト」より法人番号を検索のうえ

記入して下さい

＊検索画面の写しも必要となります。

個人事業主の場合は、未記入として

ください。印鑑登録証明書(原本)を

以って確認証明と致します。

入力シート(交付)へ入力した建築主

名が反映(フリガナ含め)されます。

１住戸の交付申請額です。様式6の交付申請

額と同額になります。(単位：万円)

工事請負契約の契約締結日を記入して下さ

い。売買は未記入。

事務局担当者の印

様式１に使用した印と同じ印を使

用して下さい。

交付申請者にて記入して下さい。

様式２は、補助申請事業者より補助金交付申請にあたり「本事業の要件遵守、マニュアル等に記載され

た事項に適合、建設関連法規を遵守」等の確約宣言とグループ事務局への交付申請手続きの申請代理を

委ねる書式を兼ねています。

H30年度より補助事業者が作成する全ての交付申請書においてグループ事務局の訂正印による修正作

業は一切不可となります。

事業完了(支払い全額精算且つ引渡し)日、または完了実績報

告提出期限のいずれか早い日を記入して下さい。 長久

契約書記載の完了日と相違しても問題ありません。

入力シートへ入力した事業者番号が反映されます。

平成３０年度地域型住宅グリーン化事業（長寿命型）



様式３（長寿命型）

（要件等の確認）
第１条

２

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

(ホ)

（申告）
第２条

(イ)

甲( 有り 無し ） 乙( 有り 無し ） （有りの場合の返還補助金の概要は別紙による）

(ロ)

甲( 有り 無し ） 乙( 有り 無し ）

(ハ)

該当する（三者見積を提出）  該当する（設計原価による申請(第５項ただし書きによる)） 該当しない

２

３

（交付申請等）
第３条

２

３

（補助金の還元）
第４条

※補助額は、完了実績報告により実施支援室が適切と認めた後に乙に送付される「額の確定通知書」に記載されている額

（不承認）
第５条

 【甲】建築主  【乙】施工事業者  【丙】グループ代表者
住所 住所 ｸﾞﾙｰﾌﾟ

の名称

印

 代表者名

住所

氏名

 交付規程第５第３項に規定する暴力団又は暴力団員であること、及び暴力団又は暴力団員との不適切な関
係にあること

　甲、乙及び丙は、補助金の交付を受けるため、本規約を互いに確認し、本規約に従って補助事業を実施するものと
して、本規約を３通作成し、それぞれ保管するものとするとともに、乙が実施支援室に写しを届け出ます。

 甲乙の関係が交付規程第５第４項及び第５項に規定する関係会社等に該当すること

□ ☑

 前項の申告内容に虚偽等が存することが判明した場合に、本補助金交付申請に係る補助金交付決定が取り消
され、また、交付された本補助金を返還することについて、甲、乙とも一切の意義を申し立てないものとする。

 本補助金の交付申請から補助金の受領に要する諸手続きについては、甲及び乙を代表して乙が行うものとす
る

□ ☑

【甲】は工事請負契約書と同じ印または実印を使用してください。
【乙】は交付申請書（様式2）と同じ印を使用してください。
【丙】は交付申請書一括提出届（様式1）と同じ印を使用してください。

印

□ ☑

東京都新宿区神楽坂１丁目×
×番地○○ビル６階

○○木造住宅供給協議会

名称 株式会社○○工務店

 甲及び乙が、第１項において虚偽の申告を行うことで相手に損害を与えた時は、甲及び乙は当該損害について
その責任を負うこととする。

 甲及び乙は、本規約締結後すみやかに、交付申請から本補助金の受領に至るまでの手続きを共同して行う。

□

日

東京都新宿区神楽坂１５

平成

事業者番号 Ｂ0999 01234 長久　住雄　、　長久　暮子

平成30年度地域型住宅グリーン化事業共同事業実施規約

氏名 長久　住雄

☑ □ ☑

 本補助金の補助対象となる住宅・建築物について、国費が充当された他の補助金との併用は行わないこと
（他の補助金の交付対象部分を除く部分は、この限りではない）

 平成２７年度以降、国土交通省住宅局が所轄する他の補助事業において、本補助金の交付規程第１３条の
規定に相当する理由で補助金の返還を求められたこと

 甲は、乙の行う手続きに協力するものとする。

 乙は、本補助金の交付を受けたとき、受領した当該補助金相当額※について、直ちに現金の支払いにより甲に
還元するものとする。

 乙は、本補助金の交付が受けられない、または交付が見込まれる本補助金額が減額されることを知った場合、
すみやかに甲に通知し、互いに誠実に協議を行うものとする。

 甲及び乙は、平成３０年度地域型住宅グリーン化事業（以下、「本事業」という。）に対する補助金（以下、「本補
助金」という。）の交付規程、マニュアル等をよく参照し、それぞれ交付対象の要件に合致することを確認する。
甲、乙及び丙は、要件に反する事項があることを知った場合、すみやかに相手に通知する義務を負う。

 甲及び乙は本規約の締結をもって、以下の(イ)から(ホ)の全ての事項について、了解したものとする。

＜請負契約による住宅・建築物用＞

□

３０

印 印

住所

長久　暮子 長持　太郎氏名

株式会社長期住建

長期　一郎代表者

代表者
所属先

 本補助金を受けた住宅・建築物について甲は、注意をもって管理し、本補助金の交付の目的に従って、その
効率的な運用を行わなければならないこと

 本補助金で取得し、または効用の増加した財産（取得財産等）を、処分制限期間（補助金受領後10年間又は
耐用年数）内に処分（補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊
すことをいう。）しようとする時は、事前に処分内容等について、国土交通大臣の承認を受けなければならない

と 交付決定が取り消された場合には本補助金の返還をしなければならないこと

 提出した個人情報は、実施支援室が国から本事業に係る本補助金の交付を受けた年度終了後５年間保存さ
れ、本補助金の目的の範囲内で国土交通省の求めに応じて報告されるほか、国、地方公共団体及び国の他
の補助事業の事務事業者からの国庫補助事業実施上の要請に基づき、これらの機関に提供されることがあ
り、また当該個人情報に係る個人特性を統計的に処理したデータが公表されることがあること

 甲及び乙は、交付規程により制限される以下の(イ)から(ハ)の事項への該当の有無について、相互に申告す
る。なお(ロ)及び(ハ)については、乙にはその役員等（実質的に経営に関与する者を含む。）を含むものとする。

東京都新宿区神楽坂１５

印

年 ８ 月 ２

提出は写しです。

様式3は、補助金交付申請から完了実績報告まで「建築主・施工事業者・グループ」3者共同により事

業の実施について共同事業実施規約で確認しあい締結(署名・捺印)する書式です。

「請負契約書」と同じ印ま

たは実印を必ず使用して下

さい。

様式2と同じ印を必ず使用

して下さい。

様式1と同じ印を必ず使用

して下さい。

「入力シート」では反映されませ

ん。建築主名・住所を記入して下

さい。

「入力シート」へ入力した施工事

業者・代表者が反映されます。

住所のみ記入して下さい。

日付は契約締結日以降となります。

グループ名・代表者名・代表者

所属先を記入して下さい。

該当する項目のチェックボックス

にチェック☑を行って下さい。

入力シートへ入力した事業者番

号・建築主名が反映されます。

「請負契約」による交付申請様

式になります。

「売買」の交付申請様式は様式

3-2となります。

長

久

長

久

設計原価による申請の場合は､利

益相当分を様式6の補助対象外工

事費へ計上して下さい。

平成３０年度地域型住宅グリーン化事業（長寿命型）



様式３-２（長寿命型）

地域型住宅グリーン化事業実施支援室　殿

交付申請者（施工事業者）【甲】
住所

名称

代表者 印

グループ代表者【乙】

グループの名称

代表者 印

代表者所属先

交付申請書一括届(様式1)、交付申請書（様式2）と同じ印を使用してください。↑

（要件等の確認）
第１条

２

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

(ホ)

(へ)

(ト)

（申告）
第２条

(イ)

有り 無し （有りの場合の返還補助金の概要は別紙による）

(ロ)

有り 無し

２

（共同実施規約の締結等）
第３条

（補助金の還元）
第４条

※補助額は、完了実績報告により実施支援室が適切と認めた後に補助事業者に送付される「額の確定通知書」に記載されている額

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

事業者番号 0999 Ｂ 01234
＜原本の提出＞

 甲及び乙は、買主が決定次第、すみやかに共同実施規約を締結し、甲は、完了実績報告から補助金の受領に
至るまでの手続きを買主と共同して行います。

 提出した個人情報は、実施支援室が国から本事業に係る本補助金の交付を受けた年度終了後５年間保存さ
れ、本補助金の目的の範囲内で国土交通省の求めに応じて報告されるほか、国、地方公共団体及び国の他の
補助事業の事務事業者からの国庫補助事業実施上の要請に基づき、これらの機関に提供されることがあり、
また当該個人情報に係る個人特性を統計的に処理したデータが公表されることがあること

 甲は、交付規程により制限される以下の(イ)及び(ロ)の事項への該当の有無について申告する。なお(ロ)につい
ては、その役員等（実質的に経営に関与する者を含む。）を含むものとします。

 平成２７年度以降、国土交通省住宅局が所轄する他の補助事業において、本補助金の交付規程第１３条の規
定に相当する理由で補助金の返還を求められたこと

□ ☑

 交付規程第５第３項に規定する暴力団又は暴力団員であること、及び暴力団又は暴力団員との不適切な関係
にあること

□ ☑

 本補助金で取得し、または効用の増加した財産（取得財産等）を、処分制限期間（補助金受領後10年間又は
耐用年数）内に処分（補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊
すことをいう。）しようとする時は、事前に処分内容等について、国土交通大臣の承認を受けなければならない

と 交付決定が取り消された場合には本補助金の返還をしなければならないこと

日

 甲は、以下の(イ)から(ト)の全ての事項について、了解したものとする。

 対象住宅の建設について、交付申請者が建設し買主と売買契約を締結すること

 本補助金の交付規程、マニュアル等をよく参照し、交付対象の要件に合致することを確認すること

１月８年

 甲及び乙は、要件に反する事項があることを知った場合、すみやかに相手に通知する義務を負う。

株式会社長期住建

 甲は、本補助金の交付を受けたとき、受領した当該補助金相当額※について、直ちに現金の支払いにより買主
に還元します。

 本補助金の補助対象となる住宅（以下、「対象住宅」という。）について、国費が充当された他の補助金との併
用は行わないこと（他の補助金の交付対象部分を除く部分は、この限りではない）

長久　住雄　、　長久　暮子

東京都新宿区神楽坂１丁目××番地

 前項の申告内容に虚偽等が存することが判明した場合に、本補助金交付申請に係る補助金交付決定が取り消
され、また、交付された本補助金を返還することについて、一切の意義を申し立てないものとする。

　○○ビル６階

株式会社○○工務店

長持　太郎

　甲及び乙は、平成３０年度地域型住宅グリーン化事業（以下、「本事業」という。）に対する補助金（以下、「本補
助金」という。）の交付を受けるため、本誓約を互いに確認し、本誓約書の内容に従って補助事業を実施するもの
として、乙が届け出ます。

平成30年度地域型住宅グリーン化事業共同事業実施による誓約書

○○木造住宅供給協議会

長期　一郎

３０平成

 本補助金を受けた住宅（以下、「住宅」という。）について善良な管理者の注意をもって管理し、本補助金の交
付の目的に従って、その効率的な運用を行わなければならないこと

提出は原本です。

「入力シート」へ入力した事

業者番号・建築主名が反映さ

れます。
「入力シート」へ入力した施工

事業者・代表者が反映されます。

住所のみ記入し様式2と同じ印

を使用して下さい。

「売買」による交付申請様式に

なります。

「請負契約」の交付申請様式は

様式3となります。

該当する項目のチェックボッ

クにチェック☑を行って下さ

い。

「入力シート」では反映されま

せん。グループ名・代表者所属

先・代表者名を記入し様式1と

同じ印を使用して下さい。

日付は、様式2の申請日以前の

日付です。

売買契約用です。

様式3-2は、補助金交付申請から完了実績報告まで「施工事業者・グループ」2者による事業の実施

及び買主が決定後に共同事業実施規約(様式3-3)を締結することを誓約(署名・捺印)する書式です。

平成３０年度地域型住宅グリーン化事業（長寿命型）



様式４（長寿命型）

＜写真撮影の留意事項＞
・敷地写真はカラーとし、周辺の建物等を写し込んだ着工前（更地）の敷地全景で採択通知日以降に撮影すること。
・敷地写真は、異なる場所（対角となる２方向）から撮影した敷地全景を２枚貼り付けること。
・写真には、採択通知の番号※、建築主名（売買は物件名）、撮影日が明記された看板を写し込むこと。
　※採択通知の番号とは、採択通知書右上の「国住木第●●●-●●●」の●部分の番号です。
　番号はグループ事務局に確認すること。配分変更の採択通知があった際は、変更後の採択通知の番号とすること。

・看板は、記載内容が鮮明に確認できる大きさとすること。
・電子黒板を使用する場合は、信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものであること。
・写真を貼り付ける際は、縦・横の比率を変更せず、枠いっぱいに大きくすること。
・売買契約による住宅は、敷地写真とは別に、着工直後の写真を完了実績報告時に提出していただきます。

写真張り付け欄

・敷地写真はカラーとし、周辺の建物等を写し込んだ着工前（更地）の敷地全景で
　採択通知日以降に撮影すること。
・写真には、採択通知の番号※、建築主名、撮影日が明記された看板を写し込むこと。
・写真を貼り付ける際は、縦・横の比率を変更せず、枠いっぱいに大きくすること。

写真張り付け欄

・敷地写真はカラーとし、周辺の建物等を写し込んだ着工前（更地）の敷地全景で
　採択通知日以降に撮影すること。
・写真には、採択通知の番号※、建築主名、撮影日が明記された看板を写し込むこと。
・写真を貼り付ける際は、縦・横の比率を変更せず、枠いっぱいに大きくすること。

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

01234 長久　住雄　、　長久　暮子

対象住宅・建築物の敷地写真

事業者番号 0999 Ｂ

採択日以降の着工前の写真

号－１２３ ４５６使用する配分額の採択通知の番号※ 国住木 第

アプリ名 バージョン

信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するデジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア

○ ○ ○ ○ ○ 7.04.00

信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するデジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア

アプリ名 ○ ○ ○ ○ ○ バージョン 7.04.00

採択日までは未着工(更地)であることを確認

する様式となります。

＊丁張り、表層改良、までは未着工。

＊根切り工事､柱状の地盤改良､基礎杭打ち

工事､は着工となります。

＊建替え等は､既存建築物等の取り壊し

後､更地の状態で撮影して下さい。

「入力シート」へ入力した事業者番

号・建築主名が反映されます。

国土交通省よりグループ事務局へ発出され

た採択通知書(書面右上)に記載されている

「採択通知の番号」を記入して下さい。

「採択通知の番号」は、様式、工事看板・

電子黒板にも記入が必須となります。

敷地写真は異なる場所(対角となる方向)か

ら撮影し、様式に２カットを貼付して下さ

い。

敷地周辺の建物等を写し込み、比較対象が

可能な写真として下さい。

＊縦･横の比率変更は不可とします。

工事看板・電子黒板への必須項目

①採択通知の番号

②建築主名(売買は売買＋物件名)

③撮影日

工事看板は記載内容が鮮明に確認できる大

きさで撮影して下さい。

電子黒板を使用する場合はアプリ名と

バージョンを記入してください。

電子小黒板(看板)を使用するにあたっては「デジタル工事写真の信憑性確認(改ざん検知機能)」を

有するアプリを必ず使用し撮影を行って下さい。

平成３０年度地域型住宅グリーン化事業（長寿命型）



様式５（長寿命型）

※地域材の認証制度、供給事業者、材積は完了実績報告時に確認します。

※地域材の認証制度、供給事業者、材積は完了実績報告時に確認します。

※調理室等とは、調理室、浴室、便所、玄関をいう。

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

号 氏名 ◆田　○○資格 二級 建築士（ ○○県知事 ）登録 第 987654

適 □

印

長久　住雄　、　長久　暮子事業者番号 0999 Ｂ 01234

対象住宅・建築物の概要・要件への適合確認

大工技能者

長期優良住宅の認定取得済み □ 長期優良住宅の認定取得予定

建設工事費のうち長期優良住宅にするための掛かり増し費については、様式６のとおり

講習会修了(予定)者の区分 □ 設計者 ☑ 施工管理者 □

長期優良住宅の認定手続き

２.対象住宅に係わる住宅省エネルギー技術講習会終了者

☑

□

３.地域型住宅グリーン化事業のねらいに対する取り組みのうち、グループの共通ルールへの適用

□ 否

判定

☑ 適 □ 否

「地域の産業･住文化･景観等への寄与」のうち次の対応方針については判定のとおりである。　（適用申請書様式3-3より）

対象住宅は「地域材利用に関する共通ルール」の要件を満たしている。

対象住宅は「地域材利用の１棟当たりの割合」の要件を満たしている。

対象住宅は「標準的な地域材の使用部位」の要件を満たしている。

適

否☑ 適 □

判定 ☑

対象住宅の三世代同居対応住宅については、「５.三世代同居への対応」のとおり要件に適合していることを証明します。

調理室 浴室

６.三世代同居対応住宅に関する建築士による適合確認

建設工事費のうち三世代同居対応住宅にするための掛かり増し費については、様式６のとおり

１ ２ １便所 玄関対象住宅に設置する調理室等※の数 ２

否

５.三世代同居加算（三世代同居への対応）

加算無し

加算有り → ☑

判定

建設工事費のうち地域材を利用するための掛かり増し費については、様式６のとおり

□適 否判定
対象住宅の主要構造材（柱、梁、桁、土台）の材積の過半に
「地域材」を使用している。

４.地域材加算（木造住宅への地域材利用）

□

☑

判定

□ 加算無し

☑ 加算有り → 対象住宅が三世代同居対応対象住宅の要件を満たしている。 ☑

分筆前のため☑ □
契約書と表記
が異なる理由

１.長期優良住宅の認定取得

□

確認申請手続き ☑ 確認申請が必要な住宅

□ その他(

混構造（木造＋鉄筋コンクリート造、木造と鉄骨造等）構 造

住宅以外の用途との併用住宅住宅（インナーガレージ付）

※インナーガレージや住宅以外の用途部分の面積を除く

確認申請が不要な住宅

要件への適合確認

東京

対象住宅の概要

住宅部分の床面
積

住宅のみ用 途 ☑ □

階

☑ 木造のみ □

階 数 地上 ２ 階　地下

㎡ （少数点以下切り捨て）２５３

新宿区神楽坂１５
都道
府県

建 設 地 の
地 名 地 番

)住居表示のため

建設地の地名地番を記入してください。

契約書の建設地と表記が異なる場合は、

その理由を選択☑して下さい。

対象住宅の構造､階数､用途､床面積に

ついて項目により選択☑､記入をして

下さい。

対象住宅の確認申請手続きの必要・不

要を選択☑して下さい。

必要の場合は実績報告時に検査済証の

写しを提出して下さい。

不要の場合は以下の何れか(写し)を

実績時に提出して下さい。

①住宅瑕疵担保責任保険の

保険証券又は保険付保証明書

②建設住宅性能評価書

③不動産登記の現在事項証明書

省エネ講習会の修了者、または修了

予定者が対象住宅に関わる区分を選

択☑して下さい。

区分が決まっていない場合は、関わ

る予定の区分を選択☑して下さい。

対象住宅について適用申請書様式3-

3に記載されているグループの平成

30年度対応方針ａ①②③が遵守され

ているか適否を選択☑して下さい。

地域材加算の加算有無を選択☑して

ください。有の場合は主要構造材の

材積の過半に「地域材」が使用され

ているか適否を選択☑して下さい。

三世代同居加算の加算有無を選択☑
してください。

有の場合は調理室、浴室、便所、玄

関すべてに設置数を記入し適否を選

択☑してください。

対象住宅の平面図を提出して下さい。

玄関を2箇所以上の場合は配置図も併

せて提出して下さい。三世代同居対応住宅の要件の確認を行った建築士の資格情報等の記入、捺印(個人名

の印)をして下さい。適合確認を行った建築士の建築士免許を提出して下さい。

「入力シート」へ入力した事業者

番号・建築主名が反映されます。

対象住宅の長期優良住宅認定手続き状況を選択☑してください。

＊認定書、変更認定書・工事完了報告書(注1)は完了実績報告時に提出。

注１ 長期優良住宅建築等計画の認定に基づく「工事完了報告書の副本の写し」の提出にあたっては、行政

庁への提出義務があり、行政庁の受付印が無い場合においては建築士による長期優良住宅への工事内容確認

書(任意書式)とその建築士の建築士免許証の写しを実績報告時に提出して下さい。また、「工事完了報告書

の副本の写し」について行政庁への提出義務がない場合においても同様の書式を実績時に提出して下さい。

平成３０年度地域型住宅グリーン化事業（長寿命型）



様式６（長寿命型）

※仕様変更や追加工事等、補助対象工事を含む
　変更工事請負契約の契約額も加算してください。

(5万円単位)

(10万円単位)

(10万円単位)

→様式２の「3.交付申請額」欄に記載してください。

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

対象住宅・建築物の経費

 
万円
(D)

掛かり増し費の確認

補助額は建設工事費のうち長期優良
住宅にするための掛かり増し費用の
１／２以下である

☑ はい
１/２以下となるよう
補助額(D)を減額

交付申請額 １５０ 万円

１/２以下となるよう
補助額(E)を減額

２０
□ いいえ→

☑
三世代同居
加算額

 
万円
(F)

補助額は建設工事費のうち三世代同
居対応住宅にするための掛かり増し
費用の１／２以下である

☑ はい

☑ 地域材加算額
 

万円
(E)

補助額は建設工事費のうち地域材を
利用するための掛かり増し費用の
１／２以下である

☑ はい

１/２以下となるよう
補助額(F)を減額

３０
□ いいえ→

15 その他( 解体工事 ) ２,０００,０００ 円

□ いいえ→

１５０,０００ 円 (C))

100

配分の区分 補助額 補助対象工事費から求める補助額の確認 ＯＫ

長期優良住宅

121 万円 ≧ 万円(D)

１００

13 住宅以外の用途（インナーガレージ、店舗等）の工事費 円

14 その他( 地盤改良工事 ) １,２００,０００ 円

５.補助額及び掛かり増し費

４.他の補助事業の補助金※

 {(A)-(C)}/10000(単位調整)×1/10＝

補助事業名( ○○県産材使用住宅助成事業

※原則、国庫金が含まれない補助事業と併用する場合（工事が同時期で契約が別の場合を含む）

11 浄化槽設備工事費 ５００,０００ 円

12 ガレージ（別棟） ５００,０００ 円

9 建築主が分離して購入可能なもの 円

10 高効率給湯設備 円

7 調査費 円

8 申請手数料 円

5 解体工事費 １,５００,０００ 円

6 設計監理費 円

3 昇降機設置工事費 円

4 外構工事費（屋外緑化を含む） １,０００,０００ 円

1 太陽光発電設備工事費 １,５００,０００ 円

2 屋外付帯設備工事費 ８００,０００ 円

３.契約額のうち補助対象とならない経費の内訳（消費税抜き）

項目 工事費 備考

補助対象外工事費 ９,０００,０００ 円

訳 屋内ガス設備工事費 ０ 円 オール電化の為

屋内給排水設備工事費 ６００,０００ 円

(B)

主体工事費 １１,０００,０００ 円

内 屋内電気設備工事費 ７００,０００ 円

長久　住雄　、　長久　暮子事業者番号 0999 Ｂ 01234

土地の代金 建物の代金

チェック ２１,３００,０００ 円
(A)+(B)

２１,３００,０００ 円

契約額のうち
円

契約額のうち
円

１.契約の区分及び契約額（消費税抜き）

☑ 請負契約による住宅 工事請負契約の契約額※

□ 売買契約による住宅

２.契約額のうち補助対象となる経費の内訳（消費税抜き） 上記金額と一致していることを確認↑

項目 工事費 備考

補助対象工事費 １２,３００,０００ 円 (A)

請負・売買の契約形態を選択し、請負契約

額（税抜き）を記入してください。

＊選択しない方はグレー表示となります。

売買の場合は予定販売価格を土地と建物

に分けて記入して下さい。

マニュアル第1章「2.5補助となる経費」

表2を参照し補助対象工事費内訳（税抜

き）の記入を行って下さい。

自動計算により計(Ａ)が表示されます。

対象住宅において国の補助金が含まれて

いない補助制度を活用した場合は､その補

助額(Ｃ)を記入して下さい。

「入力シート」へ入力し

た事業者番号・建築主名

が反映されます。

マニュアル第1章「2.5補助となる経費」

表2-2を参照し補助対象外工事費

内訳（税抜き）の記入を行って下さい。

自動計算により計(Ｂ)が表示されます。

補助対象工事費・補助対象外工事費の記

入後､合計(Ａ＋Ｂ)が表示されます。

契約額と一致している事を確認して下さ

い。

高効率給湯器を設置する場合、別途補助

を受ける場合は、補助対象外工事に金額

を記入。補助を受けない場合は、金額は

未記入にして下さい。

長期優良住宅 補助額(Ｄ)を選定して下さい。

①制限枠50～110万円 ②制限無枠50～100万円（両枠とも5万円単位）

加算適用の場合は、該当する配分の区分欄のチェック☑をした後、加算額を選定して下さい。

地域材加算(Ｅ) 10・20万円 三世代同居加算(Ｆ) 10･20･30万円

(チェックは様式5とも連動しています)

補助額が長期優良住宅とすることによ

る建設工事費の1/10以内の額である

ことの確認。
補助対象工事費(Ａ-Ｃ)に1/10を乗じた額

に補助額(Ｄ)が下回ればＯＫが表示されま

す。

補助額が長期優良住宅とすることによ

る掛増し費用相当額が1/2以内である

かを

確認しチェック☑をして下さい。

補助額が地域材過半使用と三世代同居

対応住宅することによる掛増し費用相

当額が1/2以内であるかを確認し

チェック☑をして下さい。

＊様式5にて加算無☑の場合はグレー

帯のままで記入はできません。

消費税抜きです。

平成３０年度地域型住宅グリーン化事業（長寿命型）


